
 

 

 
  

 

 

大和高田市では、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、押しボタンによる緊急通

報や相談ができる緊急通報システムを提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭内で利用いただく装置となりますので、家の外には持ち出さないでください。 

家の外で緊急ボタンを押された場合は、対応できません。 

 

【固定電話タイプ】                  【携帯電話タイプ】 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
※装置の紛失又は破損があった場合は、費用負担が発生します。 

 

 

 

 

  
 

 

 

65歳以上の単身世帯及び単身世帯に準ずる方 
 

対象者 

 

①月に 1回、安否確認の電話が入ります。 

②24時間 365日、健康相談ができます。 

③緊急通報のボタンを押すと受信センターが対

応します。必要に応じ、協力員に連絡し自宅

まで駆けつけていただくように要請します。 

④協力員が対応できないときは、ALSOK あん

しんケアサポート株式会社の職員が自宅まで

駆けつけ対応する「駆けつけサービス」を行

います。 
※「駆けつけサービス」を希望しない場合で、協力

員が対応できない場合は、通報を受けたALSOKあ

んしんケアサポート株式会社の看護師の判断で救
急車の要請を行います。 

サービス内容 

 

・住民税課税世帯   ：1ヶ月 880円 

・住民税非課税世帯及び 

生活保護世帯    ：1ヶ月 330円 
※「駆けつけサービス」を利用しない場合の利用料

は、上記金額から 330円を差し引いた金額となり

ます。 

・利用料金の計2ヶ月分の滞納があった場合、装置の

取り外し（無料）を行いますので、予めご了承くだ

さい。 

利用料 

 

申請に必要な用紙は、地域包括ケア推進課に用

意しています。申請は窓口で受け付けます。市

役所まで来れない場合は、地域包括ケア推進課

までお気軽にお問い合わせください。 
※利用には、緊急時に対応できる地域の方や親族の

方等、協力員が 1名以上必要です。 

申請書類 

大大和和高高田田市市緊緊急急通通報報シシスステテムム  
～～自自宅宅内内ででのの急急なな病病気気ややケケガガにに備備ええてて～～  

 

装置の種類 

随時充電が必要です。 固定電話タイプとセットの携帯式の緊急ボタンです。 
 

【お問合せ先】大和高田市地域包括ケア推進課   ☎0745-22-1101 
（※ご利用に関して休止・解約・申請内容に変更等がある場合はご連絡ください）    

【委託事業者】ALSOKあんしんケアサポート株式会社  ☎03-3773-2021 


